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平成「 8 年の医療制度改革を 念頭においた 医療計画の見直しの 方向性 

Ⅰ 
  

0 医療計画の見直しのねらい 

自分が住んでいる 地域の医療機関で 現在どのような 診療が行われており、 自分が病気になったときにどのような 治療が受け 

られ、 そして、 どのように日常生活に 復帰できるのか、 また、 地域の保健医療提供体制の 現在の姿はどうなっており、 将来の 

姿 はど う 変わるのか、 変わるためにほ 具体的にどのような 改善策が必要かということを、 都道府県が作成する 医療計画にお い 

て 、 住民・患者の 視点に立って 分かりやすく 示す。 

0 新たな医療計画に 盛り込む内容 

都道府県は、 原則として日常医療圏の 中で保健医療福祉ワービスが 完結できるよう 主要な疾病ごとに 診療ネットワークを 構 

                                                                                                  " " 卵軋 幽艶 黎 。 """" ゴ型 " 
れ目なく提供されるようにするため、 期待される保健医療 提共       りの水 :   の数値目黒やその 達成のだめの 具体的 万 、   を、 医療 

計画で明らかにする。 

0 国が行 う 支援 

都道府県が医療計画の 作成、 実施そして評価を 円滑 仁 確実に行 う ことができるよう、 国として 以 F は ついて支援する。 
「 ) 医療計画の作成のためのデータベース 構築に向け、 全国規模の医療機能調査とその 結果の付表     

2) 数値目標設定に 資する主要な 疾病ごとの全国共通指標の 提示 

3) 客観的な基準による 各種財政的支援 ( 交付金・補助金・ 政策融資など ) 
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平成 ] 8 年の医療制度改革を 念頭においた 医療計画の見直しの 方向性 

Ⅱ。 ll （ ） 住民・患者に 分かりやすい 保健医療提供体制の 実現 (4 生民 ゃ 患者の視点を 尊重した医療 帝 l 渡改拘 l 
        

主要な疾病又は 事業 ( がん、 脳卒中、 急性心筋梗塞、 糖尿病、 小児救急を含む 小児医療と周産期医療、 災害医療，へき 地 

医療など ) について、 どのような対策が 講じられているか、 住民・患者に 分かりやすいものとしてその 内容を医療計画に 明 

示するとともに、 医療サービスの 提供者・住民 ( 患者 ) 双方が情報を 共有し、 客観的に評価できるような 方法を検討。 あ わ 

せて、 都道府県が主要な 疾病 ご どに診療ネットワークを 構築できるように 改革。 

  (2)  貧カで高く効率的で 村き 言正 可能な ィ呆 i 建 医療キ足 ィ共ィ 水制の中青葉 ( 数値目標と評価の 導入に よ る実効性あ る医療計画 ) 

医療計画の作成から 実施に至る一連の 政策の流れを、 主要な疾病ごとの 医療機能の把握、 適切な保健医療提供体制の 明示 

( 数値目標の設定 ) 、 数値目標を達成するための 活動計画としての 医療計画の立案とそれに 基づく事業の 実施及び事業実施 

後の客観的な 政策評価による 医療計画の見直しという 実効性のあ るものに改革。 

(3) 都道府県が自主性。 裁量性を発揮することによる 地域に適した 保健医療提供体制の 確立 

日常医療 圏 における医療機能の 把握や各医療機関の 医療機能の内容に 関する住民への 情報提供など 医療計画の作成・ 実施 

に 当たっての都道府県の 役割を強化。 国は都道府県の 役割を支援するために 制度上や財政上の 支援を実施。 

0 基準病床数制度 ( いわゆる病床 規帝 lJ) については、 医療費への影響の 観点、 救急医療やへき 地医療など採算に 乗らない医療 

の 確保。 入院治療の必要性を 客観的に検証する 仕組みの未確立等から 5l き 続き存続させる 方向。 
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研究、 予防及び医療を 総合的に推進し、 がんの罹患率 と 

提供体制の構築に 向けた実効性のあ る都道府県の 政策が期待 

・客観的な基準による 各種支援 ( 交付金・補助金。 政策融資など ) による政策の 透明性の向上 

，政策評価による 翌年度にっながる 都道府県の医療計画の 見直し 

音 全国規模の医療機能調査を 実施し、 主要な疾病ごとに 必要な医療機能を 明らかにする 

。 全国規模の医療機能調査によって 把握した ヂ一タの 公表 

。 すべての国民が 当該 十譲 硅を活用できるような 環境の整備 

づ 客観的なデータに 基づく保健医療提供体制の 構築 

氷 日常の生活 @ 、 ニ おいて、 原則として、 主要な疫病 ご 七二患者が老婆とする 外来医療及び 入院医療が完結する 圏域を「日常医療 圏 」という。 



  
[ 都道府県が担 う べき事務 : 主要な疾病ごとの 診療ネットワークを 構築し医療計画に 明示すること ] 

廿 都道府県が当該日常医療 圏 に必要な医療資源を 把握し、 主要な疾病ごとの 診療ネットワークを 構築すること。 

  
。 都道府県が全国共通の 指標によって 医療機能、 患者の疾病動向等を 明確にし、 その結果を住民に 公表 

。 主要な疾病ごとに 明確になった 結果を踏まえ、 あ るべき保健医療提供体制の 構築について 各種支援 ( 診療 

の 拠点となる医療機関の 指定。 交付金・補助金・ 政策融資など ) を実施 

。 政策評価の実施に ， よる翌年度にっながる 医療計画の見直し 

  一 [ 都道府県による 医療機能調査の 実施 : 主要な疾病ごとの 医療機能調査の 結果を公表すること Ⅰ 

84 ヒ - i 七国が示す全国共通の 指標に沿って 医療機乱調査を 実施し、 主要な疾病ごとの 適切な医療機能を 明ら・かぼする 

  

。 都道府県の医療機能調査によって 把握したデータの 公表 

。 すべての住民が 当該十課伎を 活用できるような 環境の整備 

づ 客観的なデータに 基づく保健医療提供体制の 構築 

  

l 一   

 
 

4
  

 

 
 



Ⅰ 

を 把握できるよ う 、 患者の疾病動向等に 関する全国共通の 指標を提示。 

(2) 都道府県は 、 国の提示する 指標を基に医療ニーズ と 既に有する医療資源を 把握し、 その状況を公表。 あ わせて、 今後あ る 

べき医療を推進するための 数値目標を医療計画に 明示。 

(3) 都道府県は数値目標の 達成に向けた 具体的な方策を 医療計画で立案し、 住民に公表。 

(4) 国は数値目標が 明示された都道府県の 医療計画や現状の 都道府県の医療資源、 患者の疾病動向等を 勘案し、 客観的な基準 

に 沿って各種支援を 実施。 

(5) 国が示す全国共通の 政策評価項目に 従って、 都道府県は数値目標と 現況を比較し 、 新たな医療計画を 立案 ( 見直し ) 。 / 

  公甜 ， F の高い医療を 堤は甲 る 医療法人の認定による 担い手の附 呆 

  Ⅰ 要な 疾病こと ダ @; 分療 キノ @ ワークの構築 セ旧 仏 道 府 県 医療計画に基づく 住民・ 廿 昔に分かりせつい ilW ぬ 全体の保健医療提供体制の 主要な 痴声 ことの数値目標の 構築 設定 

""""         Ⅰアノ一口 
主要な疾病ごとの 数値目標とそ 政策評価による 新た 

の 実現方策を医 陣 計画に明示 
な 医療計画の立案 
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医療計画の作成に 係る国と都道府県の 役割の見直しに 伴 う 新しい保健医療行政の 姿 ( イメージ ) 

～都道府県の 裁量性の向 - ヒ と 望ましい保健医療提供体制の 構築に向けた 国による支援との 両立 ( 共働 )     
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医療計画の策定及びその 実施状況の政策評価に 関する基本 

的な事項 ( 案 ) 

づ 都道府県に対し 以下の内容を 要請。 

(1) 主要な疾病ごとの 医療機能についての 状況把握 
(2) 保健医療提供体制の 量的。 質的な数値目標の 設定 

(3) 数値目標に関する 達成状況に係る 政策評価の実施 

托一 




